
耳鼻咽喉科領域でよく使用される点数早見表

初　診　料

夜間・早朝加算 ＋50：初診再診とも診療時間内で、平日（18時～ 22時　6時～ 8時）、土曜（12時～ 22時　6時～ 8時）
時間外対応加算 1 5　　 同 2　 3　   同 3　 1     （再診料に加算）（要届出）
明細書発行体制等加算

投 薬 料

耳処置
耳管処置 1（カテーテル）（片）
耳管処置 2（ポリツェル）
鼓室処置（片）
鼓室穿刺（片）
耳垢栓塞除去（複雑）（6歳未満＋55）（片）
　　　　　　　　　　　　　　　　  （両）

皮膚科光線療法

25

36

24

55

50

100

180

45

鼓膜切開術（イオントフォレーゼ＋45）
外耳道異物除去術（単純）
外耳道異物除去術（複雑）
鼓膜チューブ挿入術（イオントフォレーゼ＋45）
鼓膜鼓室肉芽切除術
耳茸摘出術
鼓膜穿孔閉鎖術（一連につき）

標準純音聴力検査
標準語音聴力検査
簡易聴力検査 イ
簡易聴力検査 ロ
中耳機能検査（一連）
内耳機能検査・耳鳴検査（一連）
チンパノメトリー
耳小骨筋反射検査
平衡機能標準検査
頭位変換眼振検査イ
頭位変換眼振検査ロ
平衡機能特殊検査（一種につき）
静脈性嗅覚検査
鼻腔通気度検査
電気味覚検査

喉頭ファイバー
中耳ファイバー
食道ファイバー
内視鏡下嚥下機能検査

負荷試験
　皮内反応（21箇所以内）

注射手技料
皮内皮下筋注
静注（6歳未満は＋45）

備考 ①　手術に属するもので 3歳未満の乳幼児は 100％に相当する点数を加算。3歳以上 6歳未満は 50％加算。

②　手術に属するもので時間外緊急手術は所定点数の 40％，休日及び深夜は 80％に相当する点数を加算。

　　従って新生児・乳幼児は①及び②の両者を加算。

③　内視鏡検査，所定点数 150点以上の処置に属するもので時間外は 40％，休日及び深夜は 80％加算。

④　対称器官に係る処置の各項の点数は特に規定する場合を除き，両側器官の処置料に係る点数とする。

・投薬、注射以外の検査、処置、手術、麻酔などに用いた薬剤料の計算法

　　　　　薬剤の価格をPとし、P≦15円の場合は 0

ｐ＞15円の場合は「
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嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部
ファイバー（一連）
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血
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免
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病

末梢血一般
末梢血液像
出血時間
好酸球（鼻汁・喀痰）
ASO
CRP定量
RIST
RAST（一種につき）1430点まで
病理組織標本作製
　組織試験採取法
　　　　　　　耳
          鼻・副鼻腔
                 口腔
              咽喉頭

細菌顕微鏡検査
細菌培養同定（嫌気性培養は＋112）
口腔気道呼吸器（鼻咽喉）
その他の部位（耳）
細菌感受性検査
　1菌種
　2菌種
　3菌種以上

尿・糞便等検査判断料
血液学的検査判断料
生化学的検査（Ⅰ）判断料
生化学的検査（Ⅱ）判断料
免疫学的検査判断料
微生物学的検査判断料
病理判断料

微
微

微

21

15

15

15

15
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100
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400

400
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650

34

125

144

144

144

150

150

61

160

160

170

220

280

830

260

850

2,670

3,020

1,000

1,900

鼻処置
副鼻腔洗浄又は吸引（注入を含む）（片）
副鼻腔手術後の処置（片）（自然口開大含む）
上顎洞穿刺（片）
鼻出血止血法（ガーゼ又はバルーンによる）
鼻咽腔止血法（ベロック）
ネブライザー
副鼻腔自然口開大処置
血腫，膿腫穿刺

14
25
45
60
240
440
12
25
80

鼻茸摘出術
上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術
鼻内異物摘出術
鼻腔粘膜焼灼術
下甲介粘膜レーザー焼灼術（両側）

皮膚切開（10cm未満）
創傷処理（  5cm未満）

1,310

1,510

690

　1,080

2,910

570

470

口腔，咽頭処置
間接喉頭鏡下喉頭処置
扁桃周囲炎，膿瘍穿刺
扁桃処置
唾液腺管ブジー（片）
唾液腺管洗浄（片）
超音波ネブライザー（1日につき）

創傷処置

14

32

180

40

45

60

24

52

咽頭異物摘出術（単）
咽頭異物摘出術（複雑）
扁桃周囲膿瘍切開術
口唇腫瘍摘出術（粘液嚢胞）
喉頭腫瘍摘出術（間接鏡下）
喉頭または声帯ポリープ切除術（間接鏡下）
唾石摘出術（表在性）

500 

2,100

1,830

910

3,420

2,990

640

処方料　42（6 種以下 1回の処方について算定，3歳未満は＋3）（薬剤情報提供料　10）
調剤料　内服・頓服（1 回の処方につき）11　　　外　用　8

高度難聴指導管理料
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
診療情報提供料（Ⅰ）
傷病手当金意見書交付料

420点
150点
250点
100点

処方箋料 6種以下　68（3 歳未満は＋3）
7 種以上　40（3 歳未満は＋3）
一般名処方加算　（1）7（2）5

1　　（再診料に加算）

再　診　料 73

6 歳以上
6 歳以上 6歳未満

6歳未満 6 歳以上 6歳未満
加　　算　　点　　数 外来管理加算 52

6 歳以上
6歳以上
外管

6歳未満
外管6歳未満

加　　算　　点　　数
288

288
373
538
768

363
488
653
983

75
200
365
695

38
135
260
590

73
138
263
493

111
208
333
663

125
190
315
545

163
260
385
715

時　間　内
時　間　外
休　　　日
深　　　夜

85
250
480

65
190
420

Ｒ２.　4.　1

処　　　　　　　　　　　　　　置

生　体　検　査 検　体　検　査
（採血料，1日につき，静脈35，耳朶・指尖6，6歳未満は＋25）（鼻腔、咽頭拭い液採取5）

耳鼻咽喉科学的検査 内　視　鏡　検　査
（同一月 2回目以後は×0.9）

検 体 検 査 判 断 料
（月一回，各項目毎に算定）

手　　　　　　　　　　　　　　術

岡山県医師会耳鼻咽喉科部会

P－15
10 ＋ 1 点（小数点以下は切り上げ）



準　　用　　点　　数　　表

耳管内薬液噴霧

耳介血腫穿刺

ラヌラ穿刺

鼻前庭嚢腫穿刺

口唇粘液嚢腫穿刺

45

80

80

80

80

（準耳管ブジー）

（準血腫膿腫穿刺）

（　　　〃　　　）

（　　　〃　　　）

（　　　〃　　　）


